（様式4-2）
北　　第　　　　　　号
　　年　　月　　日

（住所）
（氏名）　　　　　　　　　　　　様

北見市長

建築基準法第１２条第５項の報告について


建築物の位置

建築物の用途、構造

上記の建築物は、建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）の規定に（抵触している疑いがあるので・抵触しているので）法第12第５項に基づき下記の事項について報告するよう求めます。

記

報告を求める事項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                                                                        

（教示）この通知による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、法第102条の規定により罰金に処せられることがあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【連絡先】　北見市都市建設部建築指導課指導係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〒090-8501　北見市大通西３丁目1番地1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   TEL　0157-25-1154　　FAX　0157-25-1207
